
Ⅵ人権の擁護

1．子どもの人権

（1）はじめに

①子どもの人権救済センターの拡充

日弁連は1985（昭和60）年の人権大会において子どもの人権擁護のために全力を尽くす

ことを決意する宣言を採択し、東弁はこれに先だって「子どもの人権110番」（無料電話相談）

をスタートし、電話相談や面接相談を通じて多数の相談を受け、あるいは、幾多の子どもの人

権救済の申立てを受理してきた。2012（平成24）年で開始から27年となる。

2004（平成16）年6月からは、相談時間を平日13:30～20:00（ただし、16:30～

17:00は休み)、土曜13:00～16:00と拡大したこともあって、1か月の相談件数は100件

前後に上る。

学校内でのいじめ、対教師トラブル、不登校、家庭内での虐待、少年犯罪、児三養護施設内

での虐待等々、子どもの人権侵害は発生し続けている。今後とも、子どもの人権救済センター

の活動を発展させていかなければならない。

②子どもの権利条約の運用

また、1989（平成元）年には子どもの権利条約（以下「条約」という｡）が国連総会におい

て採択され、1994（平成6）年には我が国も批准し、2009（平成21）年は採択20周年の

メモリアルイヤーであった。今や未締約国はアメリカとソマリアのみである。

条約第3条1項は、子どもに関する全ての措置を取るに当たって「子どもの最善の利益」が

主として考慮されることを定め、条約第12条1項は、「自己の意見を形成する能力のある子

どもがその子どもに影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利」と、

その意見が「その子どもの年齢及び成熟度に従って相応に考慮される」ことを保障している。

しかしながら、実務において条約の趣旨が十分に活かされているとは言い難く、我々弁護士

（弁護士会）は、条約の趣旨をより一層社会に広めていくために、－居の努力をしなければな

らない。

なお､条約については、2008（平成20）年4月に第3回政府報告書が提出され、2009（平

成21）年7月に日弁連からカウンターレポートが提出され、2010(平成22)年に国連での

審査が行われた。

③子どもの権利基本法・基本条例の制定に向けて

子どもの人権を普及させ、子どもの権利条約の趣旨を社会に根付かせるためには、子ども自

身が権利の主体であし｣、大人の援助を受けつつも自ら成長し発達していくという理念を広める

ことが必要であるが、そのためには、｜日来型の大人が子どもを害悪から守るという発想に墓づ

く「吉少年健全育成」ではなく､子どもの権利を基盤にした施策の実行や､子どもの権利墓本法・

墓本条例の制定が求められている。
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